
 

 

 

 

  

法務少年支援センター大分による 

 

非行・犯罪問題の専門機関である「大分少年鑑別所」は、「法務少年支援センター大分」とし

て、非行・犯罪に関する問題や、思春期の子供たちの行動理解等に関する知識・ノウハウを活

用して、児童福祉機関、学校・教育関係機関、NPO等の民間団体等、青少年の健全育成に携

わる関係機関などの皆さまと連携を図りながら、地域における非行・犯罪の防止に関する活動

の支援などに取り組んでいます。 

法務少年支援センター大分について 

 

法教育とは、一般の方々が、法や司法制度、これらの基

礎となっている価値観を理解し、法的なものの考え方を身

に付けるための教育です。 

児童・生徒への出張授業（いわゆる「出前授業」）を行うほ

か、教員の方への研修もお受けしています。   

法務少年支援センター大分（大分少年鑑別所） 

☏０９７―５３８―４１５２ 

〒８７０－００１６ 大分市新川町１－５－２８ 

 

法教育を担当する講師は、大分少年鑑別所で勤務する法

務教官や法務技官と呼ばれる国家公務員です。少年院や刑

務所で、非行少年や受刑者を指導した経験がある矯正教育

の専門家です。 

 

●法 律 と 犯 罪 

法律の意味や犯罪の実態を説明します。  

●少 年 法 制 

少年が事件を起こした後の司法手続きについて、成人と比較しながら

その特徴を説明します。 

●犯罪防止の心構え 

犯罪につながりやすい特徴や犯罪に近づかない心構えを説明します。 

●身 近 な 危 険 

社会生活での身近な危険について説明し、危機意識を高めます。 

法教育授業 

授業担当者 

主な授業内容 

 

 

このような資料を使います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全国に５２庁ある法務少年支援センター（少年鑑別所）が、令和４年に実施した『地域社会に

おける非行・犯罪の防止に関する活動の支援』件数は９，４０９件であり、そのうち学校など教

育関係機関からの依頼による法教育等の実施件数が３，１１７件と、全体の約３分の１を占めて

います。  

※令和５年版「犯罪白書」より引用 

事前打ち合わせ 
授業の日時、場所（各学校の体育館等）、内容などのご要望をお伺いし

ます。 

 

授 業 
ニーズに合わせた分かりやすいパワーポイントで授業を実施します。 

（パソコン、スクリーン、マイク等の設備をお借りします。） 

 

ア ン ケ ー ト 
子どもの理解度を把握するとともに、授業内容の向上に役立てるため、

アンケート回答にご協力をお願いします。 

 

フィードバック 回答していただいたアンケート結果をお送りします。 

●小・中・高校生すべてに対応！ 

●時間の短縮、延長も可能！ 

●窃盗、暴力、薬物をはじめ、ＳＮ

Ｓ、いじめ、交通に関することなど、

ご要望に合わせたものを 

準備します。 

法務少年支援センター大分は、地域の子どもた

ちが、犯罪の被害者、加害者にならないことを願

って活動しています。「法教育授業」で法的な考え

方に触れることで、社会、学校、家庭でのルール

を守ることの大切さを考えたり、学校の先生方の

指導・助言の意味を考えたりする「きっかけ」と

なるよう、ぜひ、お役に立ちたいと考えています。 

全国における『法教育等』の実績 

 

申し込みから実施までの流れ 

法務少年支援センター大分までお電話下さい。 

０９７－５３８－４１５２（平日 午前 8時３０分から午後５時まで） 

 

申 し 込 み 


